
R７通学路合同点検　要対策箇所（長田小学校）

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

：対策済箇所

文 長田小学校①
② ③



№ 地区名 対策内容 事業主体

1 県道33号線 樹木の剪定 土木事務所

2 県道33号線
ポールの設
置

三股町

3 県道33号線
・樹木の剪定
・集合場所の
変更

土木事務所
・木の枝が歩道に伸びてきている
・集団登校の集合場所になっているがカー
ブになっていて危険

５地区防災センター出入り
口の縁石

・縁石がわかりづらい
・現在はカラーコーンが設置してあるが動く
ので危険である

長田納骨堂近くのバス停

同左

・土地所有者へ樹木剪定の
依頼
・危険であれば集合場所を
変更する（集合場所の変更
は学校）

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容

生楽陶苑前交差点から長田
小方面へ200ｍほど先の民
家

民家の樹木が歩道にかぶさるように伸びて
きており、危険である

恒久対策

土地所有者へ樹木剪定の依
頼


